
質 疑 応 答 書（２） 
 

業務名 

職員のストレスチェック等業務                

番号 仕様書頁等 質   問 回   答 

1 基本仕様書 

P1 5(2)  

「問い合わせフォーム」での対応でも

問題ないでしょうか。 

問題ございません。 

 

 

2 基本仕様書 

P2 ７ 

 

過去データとの比較は必須でしょう

か。その場合、以下情報をご提供いただ

くことは可能でしょうか。 

・前年度の部署情報マスタ（親階層と子

階層が判別できる情報） 

・以下情報が含まれる前年度の名簿情報 

‐職員番号（今年度と同一の個人を識別

できる番号） 

‐氏名 

‐生年月日 

‐性別 

‐前年度の所属組織情報 

・選択肢の番号（１=そうだ等）が含まれ

る個人ごとの回答内容 

 

過去データとの比較は、必
須としております。なお、集
団分析結果につきましては、
令和７年度と部署情報に変更
がない部署のみ、過去データ
との比較を必須とします。 
本市から提供する過去デー

タは、個人を識別できる職員
番号、所属コード、氏名、生
年月日、性別、素点換算法に
よるデータ提供を想定してい
ます。 

3 基本仕様書 

P2 7 

6月下旬 ストレスチェック準備 

「紙面調査票等納品」は、一括納品でも

問題ないでしょうか。 

6月下旬の紙面調査票等は、

本市へ一括納品していただき

ます。 

ちなみに、７月上旬のスト

レスチェック実施について

は、基本仕様書のとおり一部

本市からの送付及び回収を想

定しています。（30か所程

度） 

 

4 基本仕様書 

P2 7 

ストレスチェック回収について、発注

者からパンチング入力委託業者へ直接一

括で発送いただくことが可能でしょう

か。 

またその際に、個封筒から開封した状

態（調査票のみ）でお送りいただくこと

が可能でしょうか。 

委託業者への一括発送につ

いては、配達履歴が分かる方

法で回収していただければ問

題ありません。 

なお、本市が回収した調査

票を封筒から開封することは

想定していません。 

 

 

 

 

 



番号 仕様書頁等 質   問 回   答 

5 基本仕様書 

P2 7 

紙受検の個人結果は、パンチング入力

を外部へ委託しますが、以下条件のお受

け入れは可能でしょうか。 

・委託先からの再委託 

・委託先でのＡＩ入力 

受託者が、委託業務の一部

を再委託する場合は、事前

に、再委託の内容、それに含

まれる情報、再委託する理

由、再委託先等を書面により

報告していただくことで対応

は可能です。 

再委託先でのＡＩ入力につ

いては、入力を正確に行って

いただければ問題ありませ

ん。 

 

6 基本仕様書 

P3 7 

ストレスチェック集団分析結果の通知

は、所属長が管理画面上で閲覧いただく

形でも問題ないでしょうか。 

各所属長が確認可能な情報

のみ閲覧可能であれば、問題

ございません。 

 

7 基本仕様書 

P3  9(1) 

ストレスチェック対象者名簿は、指定

のフォーマットにて台帳データをご作成

いただくことは可能でしょうか。 

Web 受検者はメールアドレス情報も取

得可能でしょうか。 

提供できるデータであれ

ば、ご指定していただいたフ

ォーマットでのデータ提供は

可能です。 

Web受検者のメールアドレス

情報は提供します。 

 

8 基本仕様書 

P3 9(2) 

福利課が指定する納品先へ納品一括納

品でも問題ないでしょうか。 

 

番号 3の回答と同様です。 

9 基本仕様書 

P3 9(4) 

委託者の指定する初期パスワードにつ

いて、ストレスチェック対象ご本人が知

り得る情報からパスワードを指定されま

すか（例：職番・生年月日等）。または、

他者から推測されづらいパスワードを個

別に指定する必要がございますか（例：

ランダムな英数字等）。 

※開始時に受検勧奨メールの配信は可能

なのですが、一括送信のため、個人ごと

にパスワードを入力したメールの配信は

難しい状況となっております。 

 

 

初期パスワードは、他者から

推測されづらいパスワードと

してください。 

職員が、初期パスワード及

び変更後のパスワードを忘れ

た場合に、お問い合わせフォ

ーム等から職員がログインで

きるよう対応を御教示いただ

けるのであれば対応は可能で

す。 

10 基本仕様書 

P4 9(5) 

受検者本人が画面上から確認が可能で

すが、印刷や PDF化される際は尺度ごと

等、切りの良い場所で複数枚に分かれて

も差し支えないでしょうか。 

 

受検者本人が、見やすい様

式であれば、複数枚に分かれ

ても差し支えありません。 



番号 仕様書頁等 質   問 回   答 

11 基本仕様書 

P4 9(5) 

相談窓口、専門機関の紹介等は、ここ

ろの耳の相談窓口

（https://kokoro.mhlw.go.jp/agency/）

を案内する流れで問題ないでしょうか。 

相談窓口につきましては、

本市が提示する相談窓口一覧

（A4片面で作成済）を案内し

ていただくことを想定してい

ます。なお、相談窓口一覧

は、市長事務部局等と教育委

員会（学校に勤務する教職員

を除く）の 2 種を提示します

ので、分けて案内する流れと

してください。併せて、ここ

ろの耳の相談窓口も案内して

ください。 

12 基本仕様書 

P4 9(10) 

実施者または実施事務従事者は管理者

画面から、高ストレス者情報の閲覧が可

能なので受託者からの報告はないですが

問題ないでしょうか。 

管理者画面から全高ストレ

ス者情報一覧としてダウンロ

ードできれば報告は不要で

す。 

13 基本仕様書 

P4 10(1) 

画面上から確認が可能ですが、印刷や

PDF 化される際は尺度ごと等、切りの良

い場所で複数枚に分かれても差し支えな

いでしょうか。 

紙受検者の場合は、紙で結

果を通知しますので、見やす

いものであるかは、事前に本

市へ協議してください。 

14 基本仕様書 

P4 10(2) 

過去結果の掲載は必須でしょうか。 受検者が経年比較すること

ができるように、必須とさせ

ていただきます。過去結果の

掲載が見やすいものであるか

は、事前に本市と協議してく

ださい。 

15 基本仕様書 

P4 10(2) 

相談窓口は、福利課、教育委員会の連

絡先を案内する認識で相違ないでしょう

か。 

その場合、両者とも窓口として記載す

る流れになりますか。または、対象者に

よって案内の出し分けが必要でしょう

か。 

相違ございませんが、対象

者によって案内の出し分けを

していただくことを想定して

います。 

16 基本仕様書 

P4 11(2)ウ 

「結果を比較できる表又はグラフを記

載する」とありますが、比較対象として

想定されているものは、該当集団・全国

平均・広島市全体を指す認識でよろしい

でしょうか。 

比較対象は、該当集団・当

該集団過去歴・広島市全体を

想定しています。 

17 基本仕様書 

P4 11(2)エ 

集団ごとの平均値に用いる「個人のス

トレスプロフィールで分析した 19項目の

平均」とは、素点換算評価点（1～5点）

を指す認識でよろしいでしょうか。 

素点換算評価点（1～5点：

１点がストレスが高い、５点

がストレスが低い）の平均と

の認識で間違いありません。 



番号 仕様書頁等 質   問 回   答 

18 基本仕様書 

P4 11(2)オ 

経年比較画面は開発中のため、エクセル

で集計及び提出する形でも問題ないでしょ

うか。 

※レーダーチャートやグラフではなく、

前年分・当年分の数値を Excel上で並べ

て表示するイメージです。 

 

経年比較が分かりやすく表

示されていれば、差し支えあ

りません。事前に本市と協議

してください。 

19 基本仕様書 

P4 11(2)カ 

カスタマイズの具体的な方法について

「内容の追加、削除、差替え等のカスタマ

イズができるものとし」とございますが、

これは納品するシステムやツール上で、貴

市担当者様が直接編集（テキスト入力や項

目の非表示設定など）を行える機能を求め

ていらっしゃるという認識で相違ないでし

ょうか。 

画面上の表示内容は変更できかねます

が、差し支えないでしょうか。 

本市が納品されたシステム

を編集作業をする想定はござ

いません。カスタマイズと

は、集団分析結果に行政団体

として実現可能な対応案を入

れていただくことを想定して

おります。 

画面上の表示内容が、本市

の状況に見合ったものであれ

ば変更の必要はありません。   

また、対応案については、

集団分析結果動画に盛り込ん

でいただく対応でも構いませ

ん。 

 

20 基本仕様書 

P4 11(2)カ 

指定の区分への対応について 

「費用を伴う施策」や「施設整備を要す

る施策」などを除外する等の編集につい

て、あらかじめシステム側で特定の区分を

「非表示」に設定する機能を想定されてい

ますでしょうか。あるいは、手動での編

集・削除対応が可能であれば問題ないでし

ょうか。 

本市の状況にそぐわない対

応案について、予め、非表

示・削除等することを想定し

ております。 

本市が作業をすることは想

定していません。 

21 基本仕様書 

P4 11(2)カ 

解説文章の雛形について 

「結果の見方を分かりやすく説明した文

章」につきまして、貴市で指定の定型文

や、過去に使用されたフォーマット（PDF

や Excel 等）がございましたら、あらかじ

め共有いただくことは可能でしょうか。 

指定の定型文や過去のフォ

ーマットはありません。 

集団分析結果の傾向や、取

り組みやすい対処例等のアド

バイスの記載を想定していま

す。 

22 基本仕様書 

P4 11(3) 

管理者画面（実施者・実施事務従事者の

み）よりダウンロードが可能な Excelデー

タについては、下限人数に関わらず結果が

出力されますが差し支えないでしょうか。 

※画面上で閲覧できる結果については下

限人数で制限が可能です。（7人未満の部

署の結果は閲覧できません） 

管理者画面については、下

限人数に関わらず、結果が出

力されても問題ありません。 

画面上では 7人未満の所属

ができないよう制限してくだ

さい。 



番号 仕様書頁等 質   問 回   答 

23 基本仕様書 

P5 11(4) 

表にある納品の部数は納品する人数と同数

という認識でよろしいでしょうか。  

例：課長職 427部→427名に送付 部長職

103 部→103名に送付 局次長・局長 29部

→29名にそれぞれ送付 福利課 708部→

708 名に送付  

昨年度の実績数のため多少

の増減はあるかと思います

が、お見込みの通りです。 

24 基本仕様書 

P5 11(4)、 

(5)イ,ウ 

管理画面もしくはユーザー画面で結果を

ご確認いただく流れで問題ないでしょう

か。また、公開時に通知はございませ

ん。 

所属長が指定された必要な

分析結果、総合健康リスクを

だけを閲覧できるのであれば

問題ありません。 

公開時の通知については、

所属長が公開開始日を把握で

きるのであれば通知は必要あ

りません。 

25 基本仕様書 

P6 12(1)ア 

職位は名簿データに含まれる内容でし

ょうか。 

名簿データに含まれており

ます。 

26 基本仕様書 

P7 12(2) 

性別・年代別・職位別の分析結果報告

書については、局単位・課単位で作成す

るフォーマットと同等の内容での作成と

いう認識でよろしいでしょうか。 

過去歴との比較が分かりや

すいものであれば、局単位・

課単位のフォーマットと同様

でも構いません。 

27 基本仕様書 

P7 13(1) 

「職場環境改善に活かす方法等を内容

とする動画」とありますが、動画に字幕

は必要でしょうか。その他、動画編集に

おいて必ず含めなければいけない条件等

あれば、ご教示ください。 

動画は、字幕および音声付

きの研修動画作成を想定して

おります。 

職場環境改善につながるこ

とを目的としておりますの

で、内容にはメンタルヘルス

対策における管理監督者の役

割、当該年度のストレスチェ

ックの実施状況、集団分析結

果の見方、職場環境改善につ

ながる方法等が盛り込まれた

ものを想定しています。 

28 基本仕様書 

P7 13(2) 

振り返りシートについて、配信・回収

の方法に指定はありますか。 

配信・回収方法に指定はご

ざいません。 

ただし、一部、メール配信

ができない所属については、

紙での対応となります。紙で

の対応部署については、本市

が送付・回収することを想定

しています。 

29 基本仕様書 

P7 13(2) 

振り返りシートについて、「原則 WEB上

で実施する」とありますが、Google フォ

ームを使用することは可能でしょうか。 

現時点では、Googleフォー

ムは使用できません。 



番号 仕様書頁等 質   問 回   答 

30 基本仕様書 

P7 13(2) 

振り返りシートについて、分析結果の

納品方法についてご教示ください。 

メール等によるデータ納品

を想定しています。 

31 基本仕様書 

P7 13(2) 

振り返りシートにはどのような内容の

振り返り項目として記載されております

か。 

振り返りシートの提出時期は、研修会

前でしょうか、研修後でしょうか。 

振り返りシートの項目は、

ストレスチェック集団分析結

果を所属長自身が振り返りな

がら「自所属におけるストレ

ス要因や職場環境の特性を把

握すること」、「現在実施し

ている取り組みの有効性を確

認すること」、「職員が安心

して働き続けられる職場づく

りに向けた改善の方向性を整

理すること」で今の職場環境

改善に活かしていけることを

想定しています。 

提出時期は、研修会前を想

定しています。 

32 基本仕様書 

P7 13(3) 

職場環境改善取組研修について、仕様

書 7のスケジュールには「対面 2回開

催」とあるが、回数が増減する可能性は

ありますか。 

想定していません。 

33 基本仕様書 

P7 13(3) 

職場環境改善取組研修について、仕様

書 7のスケジュールには「録画する」と

あるが、貴市で録画していただけるとい

う認識でよろしいでしょうか。 

本市で録画対応します。 

34 基本仕様書 

P7 13(3) 

職場環境改善取組研修について、研修

講師の選定要件はありますか。有資格者

や経験年数などあれば、ご教示くださ

い。 

研修講師の選定にあたっ

て、特定の資格や経験年数等

の要件は定めておりません

が、職場環境改善やメンタル

ヘルス対策に関する知識を有

し、企業・団体等における研

修や指導の経験があるなど、

研修内容を適切に実施できる

方を想定しています。 

35 基本仕様書 

P7 13(4) 

職場環境改善取組支援について、1回

あたりの所要時間はどれくらいでしょう

か。 

アドバイザー派遣について

は、１職場１回につき１～２

時間程度を想定しています。 

36 基本仕様書 

P7 13(4) 

職場環境改善取組支援について、「取り

まとめた事例を基に、全所属で活用可能な

職場環境改善 

事例集および啓発に活用できるチラ

シ」は個別支援終了後、いつまでに納品

が必要か。 

例年、2月末日頃までの納品

をお願いしています。 



番号 仕様書頁等 質   問 回   答 

37 基本仕様書 

P7 13(4) 

職場環境改善取組支援について、希望者

は貴市に申し出、貴市が希望者と日程調整

などを行った上で、実施という認識でよろ

しいでしょうか。 

お見込みのとおりです。ア

ドバイザー派遣の際は、本市

が日程調整等をすることを想

定しています。 

38 基本仕様書 

P8 15 

事業報告会について、オンラインでの開

催でも問題ないでしょうか。 

問題ございません。 

39 基本仕様書 

P8 16(3) 

同等の内容が含まれていれば、様式が

異なっても問題ないでしょうか。 

紙受検者の本人結果と同等

の内容としてください。 

40 基本仕様書 

P8 16(7) 

高ストレス者の一覧表は、管理者画面

よりダウンロードいただく流れで問題な

いでしょうか。 

問題ございません。 

41 基本仕様書 

P8 16 

調査票等送付物の封入作業について、

紙受検の対象者情報は事前に確認が可能

でしょうか。（名簿とともにご提出いただ

く等） 

紙受検者の調査票等送付物

の封入作業において、照合で

きるよう対象者名簿を事前に

提供する予定です。 

42 基本仕様書 

P9 16 

視覚障害のある職員への対応が発生す

るか、必要な部数については事前に確認

が可能でしょうか。 

※点字は外部委託が必要なため 

対応が必要な場合は、事前

にお知らせします。なお、過

去に点字対応の実績はありま

せん。 

43 基本仕様書 

P9 16 

調査票により回答された職員のうち、

一問でも回答がない項目がある場合や複

数選択されている場合は、結果の出力が

出来かねますが、すべて評価不能の案内

で問題ないでしょううか。 

 または、実施事務従事者の方から、ご

本人へ不備がある回答内容の確認は可能

でしょうか。 

評価不能の案内で問題あり

ませんが、回答不備者も受検

者として集計出来るよう、無

回答者と区別できるよう素デ

ータの工夫をお願いします。 

不備がある回答内容の確認

は結果票の送付時期の遅延が

考えられるため行っていませ

ん。 

44 公募型プロ

ポーザル説

明書 

プロポーザルについて、プレゼンテー

ションの詳細の記載がございませんでし

たが、場所や参加人数、所要時間など指

定などはありますか。また、オンライン

で参加することは可能でしょうか。 

プレゼンテーションの詳細

な開始時間等については、後

日個別に案内する予定です。 

日時 5月 18日（月）午後 

場所 広島市役所 

参加人数 3 名まで 

所要時間 20分以内を予定 

なお、現地でのプレゼンテ

ーションが難しい場合は、提

案書での書面審査とさせてい

ただきます。 

 （注） この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を 

記入しないこと。 


